
フィリピンで犬にかまれた男性が、日本に入国後に狂犬病を発
症し、令和２年６月に死亡したという報道がありました。狂犬病
は、発症後の有効な治療方法がなく、発症すればほぼ 100％死亡
する恐ろしい病気です。
狂犬病は人から人への感染はなく、狂犬病に感染した動物（犬）
にかまれることにより人に感染します。飼い犬の予防注射を徹底
することで犬への蔓延が予防され、人への感染を防ぐことができ
ます。必ず、毎年１回、狂犬病予防注射を接種しましょう。

※犬の飼い主には、その犬の登録（生涯１回）と毎年１回の狂犬病
予防注射を行うことが法律で義務付けられています。（これら
に違反すると、20万円以下の罰金に処せられる場合があります）

犬が病気や老衰で狂犬病予防注射の接種がご心配な場合は、かかりつけの動物病院の獣医師に
ご相談ください。「狂犬病予防注射猶予証明書」が発行された場合は、（獣医師または飼い主が）
市の担当課窓口に提出をしてください。猶予期間は原則１年です。長期にわたる病気の場合でも、
毎年提出が必要です。

狂犬病発症の男性死亡。日本では14年ぶり！！
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延期となっていた令和２年度の多治見市の
狂犬病予防注射（集合注射）を左記の日程で実
施します。開催場所及び時間は、多治見市広
報紙、多治見市ホームページ、広域組合ホー
ムページでお知らせします。なお、集合注射
で接種できない方は、動物病院で予防注射を
接種してください。

期　日 多治見市広報紙掲載

10／12 ～ 10／20 10／1 号

※多治見市の集合注射に関するお問い合わせは、多治見市環境課（☎ 22-1175）にお願いいたします。

多治見市狂犬病予防注射
（集合注射）のお知らせ

問 い 合 わ せ 先
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